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2024年5月 テクノ産業の休日カレンダー

定額減税の目的は、賃金の上昇率が物価の上昇率に追いついていないために生じた差を解消す
ることです。給与は上がりましたが、物価上昇により生活が苦しくなる事態が発生しています。
この格差を埋めるため、令和6 年度税制改正により、同年分の所得税について、特別控除として
の定額減税が実施されることになりました。
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スタイルは異なりますがすべて一緒です。
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田んぼに
水が入った風景てくのぉ！
朝日が田面に反射してとても
きれいで幻想的てくのぉ！

カエル たちも元気に合唱してくのぉ！
会社の周りにキジ がケーンケーンブルブル！
鳴いているてくのぉ！5月は気温が30°になる
日のあるので体調管理には万全にてくのぉ！
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令和6年6月1日からの定額減税の仕組み

Wi -Fi 規格に対応したデバイスを使用する必要がありますのでご注意ください。

『てくのクテ』は、知っている方、知らない方を問わず、ＩＴに関する色々な疑問？？？や、テクノ産業から
皆さまにお伝えしたいことなどを配信したいと考えております。

■令和6年6月1日からの定額減税とは
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■実 施 日：令和6 年6 月1 日以後
■対 象 者：令和6 年分所得税の納税者である居住者で、令和6 年の所得税にかかる合計所

得金額が1,805 万以下のである人。また扶養控除申告書を提出している人。
■控 除 額：定額による所得税額の定額減税額は次の金額の合計額です。

①本人（居住者に限ります）    30,000 円
②同一生計配偶者及び扶養親族（いずれも居住者に限ります） １人につき  30,000 円
※同一生計配偶者とは合計所得金額は48 万円（103 万円）以下の人になります。

※控除対象扶養親族だけでなく、16 歳未満の扶養親族も含まれます。

 例）本人・配偶者・扶養親族×１、年少×１の場合・・・120,000 円（3 万円×4 人）

■給与所得者：

■所得税の定額減税

■実 施 日：令和6 年6 月1 日以後
■対 象 者：令和6 年分住民税の所得割の納税義務者で、令和5 年の合計所得金額が1,805 万

以下の人。
■控 除 額：定額による住民税のの定額減税額は次の金額の合計額です。

①本人（居住者に限ります）   １0,000 円
②同一生計配偶者及び扶養親族（いずれも居住者に限ります） １人につき １0,000 円
※同一生計配偶者とは合計所得金額は48 万円（103 万円）以下の人になります。

※控除対象扶養親族だけでなく、16 歳未満の扶養親族も含まれます。

 例）本人・配偶者・扶養親族×１、年少×１の場合・・・４0,000 円（1 万円×4 人）

■給与所得者：
（特別徴収）

■住民税の定額減税
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得られる利益や配当が無期限で非課税になりま
す。これにより、長期的な投資が促進されます。

制度併用

例）妻と大学生の息子、小学生の娘の扶養する給与所得者の場合（減税対象は４人）
□定額減税の額・・・所得税：120,000 円 住民税：40,000 円
◇所得税：100,000 円（7 月、12 月の賞与分を含む）／年 住民税（所得割）：36,000 円／年

■定額減税の控除例（月次減税事務の手順）

給与分

7月 ９月8月令和６年 6月

給与分

賞与分

給与分 給与分 給与分 給与分 給与分 年末調整所得税計：100,000円

定額減税：120,000円

控除前の税額 5,000円 5,000円 10,000円 5,000円 5,000円 5,000円5,000円5,000円

10月 11月 12月

控除後の税額 0円 0円 0円 0円 0円 0円0円0円
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※控除しきれなかった分は年末調整で所得税額の限度として控除して、残りは給付措置が行われる見込みです。

給与分

7月 ９月8月令和６年 6月

給与分 給与分 給与分 給与分 給与分 給与分所得税計：40,000円

定額減税：36,000円

控除前の税額 3,000円 3,000円 3,000円 3,000円 3,000円 3,000円3,000円

10月

控除後の税額 0円 0円 0円 0円 0円 0円0円

住 

民 

税

※控除しきれなかった分は給付処置が行われる見込みです。

4月 5月

令和7年
5月まで

■控除後の事務処理
■給与支払明細書への控除額の表示
給与の支払い者が月次減税額の控除を行った
場合には、給与等の支払の際に従業員の方に
交付する急所支払い明細書の適宜の所に、
月次減税額のうち実際に控除した金額を定額
減税xxx 円など表示します。

■納付書の記載と納付等
隔月の月次減税事務の終了後、納付書に所要
事項を記載した上で、納付すべき源泉徴収税
額がある場合は期限まで納付します。
摘要欄への定額減税に画する事項の記載は
不要です。また、納付額が0 円でも納付書は
提出します。

年調減税事務の手順

■基準日在職者に該当しない人（以下の人は年末調整時に年調減税を行うことになります。）
▷令和６年６月１⽇以後⽀払う給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の乙欄や丙欄

が適用される⼈（扶養控除等申告書を提出していない⼈）。
▷令和６年６月２⽇以後に給与の⽀払者のもとで勤務することとなった⼈。
▷令和６年５月 31 ⽇以前に給与の⽀払者のもとを退職した⼈。

■源泉徴収票の記載例
年末調整終了後に作成する「給与所得の源泉徴収票」には、
その「（摘要）」欄に、実際に控除した年調減税額を
「源泉徴収時所得税減税控除済額×××円」と記載します。

今回の内容は、国税庁の給与等の源泉徴収事務に係る令和6 年
所得税の定額減税のしかたから一部を抜粋したものになります。
年末調整に関する事項は令和6 年9 月以降に掲載される予定です。

源泉徴収時所得税減税控除済120,000 円、控除外額0 円
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